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佐倉市条例第   号 

   佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

 （佐倉市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 佐倉市税賦課徴収条例（昭和３４年佐倉市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

  目次中 

 「 第４節 市たばこ税（第９４条―第１２４条） 

   第５節 特別土地保有税（第１２５条―第１３４条の７）」を 

 「 第４節 市たばこ税（第９４条―第１０４条） 

   第５節 鉱産税（第１０５条―第１２４条） 

   第６節 特別土地保有税（第１２５条―第１３４条の７） 

  第３章 目的税（第１３５条―第１４３条）       」に改める。 

  第３条第１項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 （５）鉱産税 

  第３条第２項中「都市計画税」を「入湯税」に改める。 

  第１９条各号列記以外の部分中「又は第１３３条第１項」を「、第１０７

条、第１３３条第１項又は第１３９条第３項」に改め、同条中「及び第２号」

を「、第２号及び第５号」に、「当該各号」を「第１号から第４号まで」に改

め、「掲げる期間」の次に「並びに第５号及び第６号に定める日までの期間」

を加え、同条第１号中「又は第１０４条第２項」を「、第１０４条第２項、

第１０７条又は第１３９条第３項」に改め、同条第２号中「第４９条第１項

の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項の規定に

よる申告書に限る。）、」を削り、同条第３号中「第４９条第１項の申告書（法

第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、」を削り、同条に次



の２号を加える。 

 （５）第４９条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項

又は第１９項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げるも

のを除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日 

 （６）第４９条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の

申告書を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出

した日又はその日の翌日から１月を経過する日 

  第２０条中「及び第１０３条第２項」を「、第１０３条第２項、第１３３

条第２項及び第１３４条第２項」に改める。 

  第３６条の２第１項ただし書中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認

定特定非営利活動法人」に改める。 

  第４４条第１項中「規定によって」を「規定により」に、「においては」を

「には、」に、「直ちに変更による不足額」を「、直ちに変更による不足税額」

に、「次項」を「この条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条第２項中

「次項」の次に「及び第４項」を加え、「納付されるべき」を「納付すべき」

に、「年７．３パーセント」を「、年７．３パーセント」に改め、同条第３項

中「変更し」を「変更し、」に、「から第１項」を「から同項」に改め、同条

に次の１項を加える。 

 ４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又

は国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を増加させるものに限り、

これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。）をし

たとき（国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減少させるもの

に限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」とい

う。）をしたことに基因して、第１項の規定によりその賦課した税額が減少



した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。）は、その追徴すべき

不足税額（当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変

更した税額を控除した金額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達する

までの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。）については、

次に掲げる期間（令第４８条の９の９第４項各号に掲げる市民税にあって

は、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控

除する。 

 （１）第４１条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額

に係る納税通知書が発せられた日までの期間 

 （２）当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた

日（当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌

日から起算して１年を経過する日）の翌日から増額更正に基因して変更

した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間 

  第４９条第３項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場

合において、」に改め、同条第４項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、

「場合で」を「場合において、」に改め、同条中第６項を第７項とし、第５項

を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以

下この項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正

申告書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に

規定する申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出され

ており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）

があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申



告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）

については、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れ

た法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべ

きことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６

の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を

延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

 （１）当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その

日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）

の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 

 （２）当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づく

もの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係

る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものであ

る場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経

過する日）の翌日から当該修正申告書を提出した日（法第３２１条の８

第２３項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出

期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限）までの期間 

  第５１条第２項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるもの

とする。なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第３項

中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあっては」を「場合には」

に改め、「受けたこと」の次に「。次項第２号において同じ。」を加え、同条

に次の１項を加える。 

 ４ 第２項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以

下この項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正



申告書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第１９項に

規定する申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出され

ており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）

があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該修正申

告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）

については、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れ

た法人が提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１５の５第３

項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の

計算の基礎となる期間から控除する。 

 （１）当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その

日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）

の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 

 （２）当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づく

もの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は法人税に係

る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものであ

る場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経

過する日）の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの

期間 

  第２章第５節を同章第６節とする。 

  第２章第４節中第１０５条を第１１２条とし、第１０４条の次に次の節名

及び７条を加える。 

     第５節 鉱産税 



  （鉱産税の納税義務者等） 

 第１０５条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標

準として、その鉱業者に課する。 

  （鉱産税の税率） 

 第１０６条 鉱産税の税率は、１００分の１とする。ただし、鉱物の掘採の

事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計

額が２００万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率

は、１００分の０．７とする。 

  （鉱産税の申告納付等） 

 第１０７条 鉱産税の納税者は、毎月１５日から同月末日までに、前月１日

から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準

額、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、及びその申

告した税金を納付しなければならない。 

  （鉱産税に係る不申告に関する過料） 

 第１０８条 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書

を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、

その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納

期限は、その発付の日から１０日以内とする。 

  （鉱産税の納税管理人） 

 第１０９条 鉱産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所

（以下この項において「住所等」という。）を有しない場合においては、市

の区域内に住所等を有する者（個人にあっては、独立の生計を営むものに



限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から１

０日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を

有する者（個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税に

関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定め

ることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から１０日以内に提出

してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更し

ようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載

した事項に異動を生じた場合においても同様とし、その提出の期限は、そ

の異動を生じた日から１０日を経過した日とする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱

産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその

認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合にお

いて、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じ

た日から１０日以内にその旨を市長に届け出なければならない。 

  （鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

 第１１０条 前条第２項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第

１項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理

人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者

に対し、１０万円以下の過料を科する。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納

期限は、その発付の日から１０日以内とする。 

  （鉱産税の不足税額等の納付手続） 

 第１１１条 鉱産税の納税者は、法第５３４条、第５３６条又は第５３７条



の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額又は過

少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指

定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。 

  本則に次の１章を加える。 

    第３章 目的税 

  （入湯税の納税義務者等） 

 第１３５条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。 

  （入湯税の課税免除） 

 第１３６条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。 

 （１）１２歳未満の者 

 （２）共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 

 （３）宿泊を伴わない場合で１，２００円以下の利用料金（消費税及び地方

消費税に相当する額を除く。）で入湯する者 

  （入湯税の税率） 

 第１３７条 入湯税の税率は、入湯客１人１日について、１５０円とする。 

  （入湯税の徴収の方法） 

 第１３８条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。 

  （入湯税の特別徴収の手続） 

 第１３９条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。 

 ２ 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税

を徴収しなければならない。 

 ３ 第１項の特別徴収義務者は、毎月１５日までに、前月１日から同月末日

までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載

した納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入し



なければならない。 

  （入湯税に係る不足金額等の納入の手続） 

 第１４０条 入湯税の特別徴収義務者は、法第７０１条の１０、第７０１条

の１２又は第７０１条の１３の規定に基づく納入の告知を受けた場合にお

いては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重

加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しな

ければならない。 

  （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

 第１４１条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、

次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動が

あった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

 （１）住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）

又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号に

おいて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又

は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

 （２）鉱泉浴場施設の所在地 

 （３）その他市長が必要と認める事項 

  （入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等） 

 第１４２条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入

湯税額を、第１３９条第３項に規定する納入申告書を市長に提出する日ま

でに帳簿に記載しなければならない。 

 ２ 前項の帳簿は、その記載の日から５年間これを保存しなければならない。 



  （入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪） 

 第１４３条 前条第１項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な

事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第２項の

規定により保存すべき帳簿を５年間保存しなかった者は、１０万円以下の

罰金に処する。 

 ２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がそ

の法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 

  附則第６条を次のように改める。 

  （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

 第６条 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第３４条の２

の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第１項」

とあるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第３

１４条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適

用することができる。 

  附則第１６条第２項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３

月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」

に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同条第３項中「規定する」

を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「において、平成２８

年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条



の」を加え、同条第４項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１

日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年

３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度

分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加える。 

  附則第２０条の２第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、

同条第２項第１号中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条の３第１

項」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第

１項及び第７条の３の２第１項」に、「附則第２０条の２第１項」を「附則第

２０条の３第１項」に改め、同項第３号中「附則第２０条の２第１項」を「附

則第２０条の３第１項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」を「特定

給付補填金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第４号中「附則第２０条

の２第１項」を「附則第２０条の３第１項」に改め、同条第３項中「第３３

条及び」を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同

条第５項第１号中「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項

後段」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項

及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３

第１項及び第７条の３の２第１項」に、「附則第２０条の２第３項」を「附則

第２０条の３第３項後段」に改め、「と、第３４条の８第１項中「第３３条第

４項」とあるのは「附則第２０条の２第４項」」を削り、同項第３号中「附則

第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に、「租税条約等実

施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の



特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「又は配当所得」を「若

しくは配当所得」に改め、同項第４号中「附則第２０条の２第３項」を「附

則第２０条の３第３項後段」に改め、同条第６項中「附則第２０条の２第３

項」を「附則第２０条の３第３項前段」に改め、同条を附則第２０条の３と

し、附則第２０条の次に次の１条を加える。 

  （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

 第２０条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２

項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第５

項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第

２項に規定する特例適用利子等については、第３３条及び第３４条の３の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相

互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項及び

第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この項において「特例適用利子等の額」という。）に対し、特例

適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第３４条の２の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を

乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 （１）第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第２０条の２第１項に規定する特例適用利子等

の額」とする。 

 （２）第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに附則



第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の２第１項に規定する

特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条第

１０項（同法第１１条第８項及び第１５条第１４項において準用する場

合を含む。）に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第７条

第１２項（同法第１１条第９項及び第１５条第１５項において準用する

場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法

第７条第１６項（同法第１１条第１１項及び第１５条第１７項において

準用する場合を含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金

額若しくは同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１５条第

１８項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補填金等

に係る雑所得等の金額」とする。 

 （４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」



とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の２第１項に規定する特

例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

 ３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第

８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１

２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第

１６条第３項に規定する特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」

という。）については、第３３条第３項及び第４項の規定は適用しない。こ

の場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第３４条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当

等の額（以下この項において「特例適用配当等の額」という。）に対し、特

例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第３４条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税

率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月

１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出

期限までに提出されたもの及びその提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された

第３６条の３第１項に規定する確定申告書を含む。）に前項後段の規定の適

用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限



り、適用する。 

 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 （１）第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第２０条の２第３項後段に規定する特例適用配

当等の額」とする。 

 （２）第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適

用については、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項並びに附

則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第３項後段の規

定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の２第３項後段に規定

する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義によ

る所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７

条第１４項（同法第１１条第１０項及び第１５条第１６項において準用

する場合を含む。）に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の

金額若しくは配当所得の金額」とする。 

 （４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」



とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の２第３項後段に規定す

る特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の所得

割の額」とする。 

 （佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２７年佐倉市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第５条第７項中「、新条例」を「、佐倉市税賦課徴収条例」に、「掲げ

る新条例」を「掲げる同条例」に改め、同項の表中「第４９条第１項の申告

書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除く。）、」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中佐倉市税賦課徴収条例第１９条、第４４条、第４９条及び第５

１条並びに附則第２０条の２の改正規定及び同条を附則第２０条の３とし、

附則第２０条の次に１条を加える改正規定、第２条の規定並びに次条第１

項、第２項及び第５項の規定 平成２９年１月１日 

（２）第１条中佐倉市税賦課徴収条例第３６条の２第１項の改正規定 特定非

営利活動促進法の一部を改正する法律（平成２８年法律第７０号）の施行

の日 

（３）第１条中佐倉市税賦課徴収条例附則第６条の改正規定及び次条第４項の

規定 平成３０年１月１日 

 （経過措置） 



第２条 第１条の規定による改正後の佐倉市税賦課徴収条例（以下「新条例」

という。）第４４条第４項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後

に新条例第４４条第２項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延

滞金について適用する。 

２ 新条例第４９条第５項及び第５１条第４項の規定は、前条第１号に掲げる

規定の施行の日以後に新条例第４９条第３項又は第５１条第２項に規定する

納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 

３ この条例の施行の際現に鉱泉浴場を経営している者は、新条例第１４１条

に規定する者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条

中「経営開始の日の前日」とあるのは、「平成２９年４月３０日」とする。 

４ 新条例附則第６条の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用する。 

５ 新条例附則第２０条の２の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以

後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定

する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等若しく

は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等又は同法第８条第４項に規

定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等若し

くは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税につ

いて適用する。 

 


